
令 和 ７ 年 ３ 月
令和６年度秋田県留置施設視察委員会の活動状況について

留 置 管 理 課

１ 委員会の活動 刑事収容施設法第22条の規定に基づき、警察からの情報提供及び留置

施設の視察並びに被留置者との面接により留置施設の実情を把握し、留

置業務管理者に対して留置施設の運営に関する意見を述べた。

２ 視察委員 委員 弁護士 （秋田弁護士会推薦）

委員 栄養士 （秋田栄養士会推薦）

委員 医師 （秋田県医師会推薦）

委員 公認心理師（秋田県公認心理師・臨床心理士協会推薦）

３ 視察状況 令和６年６月18日(火) 大仙警察署、横手警察署 委員２名

７月５日(金) 能代警察署、大館警察署 同上

９月19日(木) 由利本荘警察署 同上

10月１日(火) 秋田臨港警察署、秋田中央警察署 同上

令和７年１月31日(金) 秋田東警察署 委員４名

４ 面接状況 ９月19日(木) 男性被留置者 委員２名

５ 委員の意見及 (1) 視察活動での意見

び措置 ア 処遇について

(ｱ) LGBTの被留置者が収容された際の対応を考慮してほしい。

(ｲ) 野菜など栄養バランスの良い食事が提供されている。

(ｳ) 食事を提供する業者の確保が難航しており、コンビニ弁当で

対応している施設があるが、野菜ジュースを提供する等栄養に

偏りが生じないように配慮されている。

(ｴ) 非常食も常備されており、災害に備えた対応もしている。
イ 施設について

(ｱ) 施設のすみずみまで清掃が行き届いており、清潔感がある。

(ｲ) 古い建物であっても掃除が行き届いている。破損箇所も修繕

されており、よりよい環境作りに配慮されている。

ウ 勤務環境について

被留置者のみならず、担当職員のメンタルケアも大切なので双

方の配慮をお願いする。

(2) 視察委員会への意見要望

被留置者３名から処遇に関する意見要望があり、必要性等を検討

し、改善できるものは改善した。

改善数３件

パン類の自弁購入、ひげそりの回数、自弁購入書籍の冊数増加


